
国による安定ヨウ素剤の確保体制

 国は、 UPZ内外において安定ﾖｳ素剤が不足した場合に備えた備蓄を実施しており、全国を５つのﾌﾞﾛｯｸ

（北海道、東北・関東、中部・近畿、中国・四国、九州）に分け、５か所の安定ﾖｳ素剤集積所に丸剤200万

丸の備蓄を実施。令和元年末までに乳幼児向けｾﾞﾘｰ状安定ﾖｳ素剤15万包の備蓄を実施。

 緊急配布場所への輸送は、中部・近畿ﾌﾞﾛｯｸの安定ﾖｳ素剤集積所から24時間以内、隣接ﾌﾞﾛｯｸの安定ﾖ

ｳ素剤集積所から３日以内、その他ﾌﾞﾛｯｸの安定ﾖｳ素剤集積所から７日以内に完了する体制。

 さらに、不足の場合には、民間工場での全力生産及び海外からの援助等により、必要数を確保。

UPZ内外の安定ﾖｳ素剤
緊急配布場所

安定ヨウ素剤集積所

指示

輸送

294

隣接ﾌﾞﾛｯｸ
（３日以内に輸送完了）

その他ﾌﾞﾛｯｸ
（７日以内に輸送完了）

（凡例）

：隣接ブロックの安定ﾖｳ素剤集積所

：中部・近畿ブロックの安定ﾖｳ素剤集積所

：その他ブロックの安定ﾖｳ素剤集積所

中部・近畿ﾌﾞﾛｯｸ
（24時間以内に輸送完了）

中部・近畿ﾌﾞﾛｯｸ
（24時間以内に輸送完了）

高浜発電所

福井県高浜ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

新規ページ

295
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関係機関による安定ヨウ素剤の確保体制

PAZ

UPZ

 国による安定ヨウ素剤の確保体制に加え、関西広域連合においても、「安定ﾖｳ素剤貸与に関する覚

書」に基づき、関西電力と貸与可能な数量を調整し、安定ﾖｳ素剤の確保を実施。

 また、関西電力は、必要に応じて、電気事業連合会と貸与可能な安定ﾖｳ素剤数量を調整。

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

関西広域連合

関西電力本店

関西電力は、貸与可能量を
関西広域連合に貸与

296

国、関係機関による安定ヨウ素剤の確保体制

PAZ

UPZ

国が備蓄して
いる安定ヨウ
素剤を配布国が備蓄して

いる安定ヨウ
素剤を配布

 国は、 UPZ内外において安定ﾖｳ素剤が不足した場合に備えた備蓄を実施しており、今後、平成30年

度までに全国に合計200万丸、平成31年度までに小児用ｾﾞﾘｰ剤15万包の備蓄を実施。

 また、関西広域連合においても、「安定ﾖｳ素剤貸与に関する覚書」に基づき、関西電力と貸与可能な

数量を調整し、安定ﾖｳ素剤の確保を実施。

 関西電力は、必要に応じて、電気事業連合会と貸与可能な安定ﾖｳ素剤数量を調整。

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

関西広域連合

関西電力本店

関西電力は、貸与可能量を
関西広域連合に貸与
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福井県及び京都府の避難退域時検査場所の候補地

298

舞鶴東IC

福知山IC

綾部IC

PAZ

UPZ

※綾部ＰＡを経由

わかさ くま がわじゅく

若狭町上中庁舎

美浜町役場

道の駅若狭熊川宿

野田川わーくぱる

丹波自然運動公園

綾部工業団地・
交流プラザ

綾部ＰＡ
（あやべ球場）※

美山長谷運動広場

綾部市中央公民館

南条SA

わか さ ちょう かみなか

県若狭合同庁舎

長田野公園体育館

道の駅
てんきてんき丹後

三段池公園

み やま ながたに

加斗ＰＡ

小浜西ＩＣ
おさ だ の こうえん たい いく かん

お ばま

か とさん だんいけこうえん

ゼミナールハウス
(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

わか さ くま がわ しゅく

大飯高浜IC

小浜市総合運動場

道の駅名田庄
な た しょう

なん じょう

うみんぴあ大飯
おお い

きのこの森

わか さ こいかわ

若狭鯉川海水浴場

敦賀市総合運動公園

舞鶴西IC

小浜西IC

み かた ご こ

三方五湖PA

【凡例】

福井県が準備する候補地

京都府が準備する候補地

舞鶴若狭自動車道

国道２７号

 避難退域時検査は、府県内及び府県外への避難を想定し選定した候補地において実施。なお、ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ値の
上昇等により、当該検査場所が使用できなくなることも想定し、複数の候補地をあらかじめ準備。

小浜IC

福井県及び京都府の避難退域時検査場所の候補地
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大飯高浜IC
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【凡例】

福井県が準備する候補地

京都府が準備する候補地

舞鶴若狭自動車道

国道２７号

 避難退域時検査は、府県内及び府県外への避難を想定し選定した候補地において実施。なお、ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ値の
上昇等により、当該検査場所が使用できなくなることも想定し、複数の候補地をあらかじめ準備。

小浜IC
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避難退域時検査場所の運営体制

 福井県、京都府及び原子力事業者は、国の協力を得ながら、指定公共機関の支援の下、避難退域時検査場所に
おいて住民等の検査及び検査結果に応じて簡易除染を実施。

 関西電力は、他の原子力事業者の支援を受け、備蓄資機材を活用し、800人程度の要員を避難退域時検査場所
へ動員。
※平成28年8月原子力防災訓練において、発災原子力事業者（関西電力）だけでなく、他事業者（西日本５社相互協力協定）との連携確認として、北陸、中国、

四国、九州電力から避難退域時検査場所（あやべ球場）に要員を派遣。

 指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）は
国及び関係自治体からの要請に基づき、要員及び資機材による支援を実施。
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避難退域時検査場所における検査及び簡易除染の体制（例）
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※

※携行物品検査を含む 300

避難退域時検査場所の運営体制

 福井県、京都府及び原子力事業者は、国の協力を得ながら、指定公共機関の支援の下、避難退域時検査場所に
おいて住民等の検査及び検査結果に応じて簡易除染を実施。

 関西電力は、他の原子力事業者の支援を受け、備蓄資機材を活用し、800人程度の要員を避難退域時検査場所
へ動員。
※平成28年8月原子力防災訓練において、発災原子力事業者（関西電力）だけでなく、他事業者（西日本５社相互協力協定）との連携確認として、北陸、中国、

四国、九州電力から避難退域時検査場所（あやべ球場）に要員を派遣。

 指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）は
国及び関係自治体からの要請に基づき、要員及び資機材による支援を実施。
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避難退域時検査場所における検査及び簡易除染の体制（例）
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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（千葉市）

高浜ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（高浜町）

指導・協力

相談

避難退域時
検査場所等

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

（いずれの車両も衛星通信回線を装備）

大型救急車
患者搬送

支援車
現場指揮、

資機材・人員搬送

検査測定車
ﾐﾆﾗﾎﾞ付き、線量評価測定

 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、緊急時、国及び関係自治体の要請に基づき、ｵ
ﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに専門家、必要に応じ救急搬送車両等を派遣。また、必要に応じ、避難退域時検査等に
おける指導・協力を実施。また、機構からは、原子力災害医療に関する相談への指導・助言も実施。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構による協力体制

2011.03 東京電力（株）福島第一原子力発
電所の事故時におけるOFC（大熊町）での活動

（１台）

（１台） （１台）
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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（千葉市）

高浜ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（高浜町）

指導・協力

相談

避難退域時
検査場所等

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

（いずれの車両も衛星通信回線を装備）

大型救急車
患者搬送

支援車
現場指揮、

資機材・人員搬送

検査測定車
ﾐﾆﾗﾎﾞ付き、線量評価測定

 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、緊急時、国及び関係自治体の要請に基づき、ｵ
ﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに専門家、必要に応じ救急搬送車両等を派遣。また、必要に応じ、避難退域時検査等に
おける指導・協力を実施。また、機構からは、原子力災害医療に関する相談への指導・助言も実施。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構による協力体制

2011.03 東京電力（株）福島第一原子力発
電所の事故時におけるOFC（大熊町）での活動

（１台）

（１台） （１台）
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による協力体制

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は緊急時において、原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（茨城）が
窓口となリ、国及び関係自治体の要請に基づき、避難退域時検査場所における検査指導や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞ等の協力を実施するとともに、検査等に関する資機材、車両による支援も実施。

 また、ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰや緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（EMC)等へ専門家を派遣するとともに航空機によるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを
支援。

※2011.3 東京電力（株）福島第一

原子力発電所の事故時における国
立研究開発法人日本原子力研究
開発機構の活動

モニタリング車（２台）

移動式体表面測定車（２台）

移動式全身測定車（２台）

作業員の内部被ばく測定 緊急被ばく医療のための受入体制構築

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（福井支所）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（茨城）

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

放射線防護資機材（８０台）
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による協力体制

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は緊急時において、原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（茨城）が
窓口となリ、国及び関係自治体の要請に基づき、避難退域時検査場所における検査指導や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞ等の協力を実施するとともに、検査等に関する資機材、車両による支援も実施。

 また、ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰや緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（EMC)等へ専門家を派遣するとともに航空機によるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを
支援。

平成23年東日本大震災時における
国立研究開発法人日本原子力研究開
発機構の活動

モニタリング車（２台）

移動式体表面測定車（２台）

移動式全身測定車（２台）

作業員の内部被ばく測定 緊急被ばく医療のための受入体制構築

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（福井支所）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（茨城）

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

放射線防護資機材（８０台）

305 152



避難退域時検査場所における活動フロー

 避難退域時検査は、自治体職員、原子力事業者、診療放射線技師等により実施。

 検査要員は、検査及び簡易除染が実践できるよう、放射線の基礎等の講義及び機器の取り扱い実
習を含む研修を受講。

※ 避難時の除染や緊急事態応急対策活動等により発生した汚染水・ 汚染付着物等については原子力事業者が処理。

※ 車両の一時保管が必要となった場合は、原子力事業者の協力の下、保管場所を確保。

訓練風景

※ 避難退域時検査の結果、基準（OIL4:40,000cpm）以下の場合は、住民に対し通過証等を発行する。
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以下
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OIL4
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一時保管等
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・住民については、汚染
拡大防止処置を行った
上で除染が可能な機関
で除染を実施。場合に
よっては、内部被ばくの
検査ができる機関へ搬
送。

・携行物品については汚
染拡大防止措置等を実
施。

避難所等へ
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避難所等へ
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の
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避難退域時検査場所における活動フロー

 避難退域時検査は、自治体職員、原子力事業者、診療放射線技師等により実施。

 検査要員は、検査及び簡易除染が実践できるよう、放射線の基礎等の講義及び機器の取り扱い実
習を含む研修を受講。

※ 避難時の除染や緊急事態応急対策活動等により発生した汚染水・ 汚染付着物等については原子力事業者が処理。

※ 車両の一時保管が必要となった場合は、原子力事業者の協力の下、保管場所を確保。

訓練風景

※ 避難退域時検査の結果、基準（OIL4:40,000cpm）以下の場合は、住民に対し通過証等を発行する。
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・住民については、汚染
拡大防止処置を行った
上で除染が可能な機関
で除染を実施。場合に
よっては、内部被ばくの
検査ができる機関へ搬
送。

・携行物品については汚
染拡大防止措置等を実
施。
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